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高血圧重症化予防実証事業業務委託 

公募型プロポーザル実施説明書 

 

１ 事業目的 

  高血圧は脳卒中の最大のリスクであり、脳卒中を起こすと QOL（生活の質）

が低下し、医療費や介護費も増大する。本事業では、就労世代を中心に対面で

の保健指導でアプローチが難しい層に対し、デジタルを活用した血圧管理や健

康学習、医療受診勧奨を行い、その有効性を検証するもの。 

 

２ 業務委託名 

  高血圧重症化予防実証事業業務委託 

 

３ 業務内容 

  高血圧重症化予防実証事業業務委託仕様書のとおり 

 

４ 履行期間 

  契約締結日から令和７年３月３１日 

 

５ 委託料の上限額 

  ２，０００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

６ 説明会 

  開催しない 

 

７ 質問の受付 

  提出期限：令和６年７月５日（金）１７時まで 

  提出方法：質問がある場合は、「質問書（様式１）」に記載の上、電子メールで 

質問書を送信すること。 

  提 出 先：北九州市保健福祉局健康医療部健康推進課 

  電    話：０９３－５８２－２０１８ 

  メールアドレス： ho-kenkou@city.kitakyushu.lg.jp 

※送信後に、保健福祉局健康推進課まで電話連絡すること。 

 

８ 参加資格の要件 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第 16 号）第１６７条の４の規定に該当
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しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する

規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿に記

載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 （４） 個人情報や企業情報等の情報セキュリティについて、社内ルールや法令

順守（コンプライアンス）の仕組みが整備されていること。 

 

９ 参加資格の喪失 

  提案者が受託候補者の特定の日までに、次のいずれかに該当することになっ

た場合は、当該プロポーザル方式に係る参加資格を失うものとし、また既に提出

された提案は無効とする。 

（１） 参加資格要件を満たす者ではなくなったとき 

（２） 不正な利益を図る目的で委員会の委員等と接触したとき 

（３） 提案書に虚偽の記載をしたことが判明したとき 

（４） その他審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為等があったとき 

 

１０ 参加申出書及び提案書の提出 

（１）提出書類・部数 

ア 参加申出書（様式 2） 

イ 企画提案書（様式 3）・５部 

    １部は原本（社名・団体名・代表者印入り）、４部はいずれのページにも社     

名・団体名が記載されていないもの（コピー可）を提出 

ウ 見積書（様式自由）・５部 

見積金額総額及び明細（消費税及び地方消費税を含み事業実施に係 

る費用の詳細が分かるように記載すること） 

１部は原本（社名・団体名・代表者印入り）、４部はいずれのページにも社

名・団体名が記載されていないもの（コピー可）を提出 

見積金額総額が予算を超えると失格とする。 

  （２）提案書 

様式 3 のとおり 

提案内容については、様式自由とする（パワーポイント資料可）。 

評価項目・評価基準を参考に作成のこと。 

  （３）提出方法 

郵送または持参（郵送の場合は書留郵便に限る） 

  （４）提出期限 
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   ア 参加申出書（様式２） 

     令和６年７月１２日（金）１７：００まで（郵送の場合は必着） 

   イ 企画提案書（様式３）及び見積書（様式自由） 

     令和６年７月２３日（火）１７：００まで（郵送の場合は必着） 

ウ ア、イとも 持参による提出の場合、平日の９時から１７時までの時間厳守 

とし、この期間以外の受付は一切しない。提出の期限を過ぎた場合は、失

格とする。 

  （５）提出場所 

    事業所管課と同じ 

  （６）留意事項 

   ・提案書等の提出は、各社１つに限る。 

   ・提案書等の提出後の差し替え、追加等修正は認めない。 

 

１１ 審査方法 

   提案書に基づき、審査委員会におけるヒアリングを実施する。 

   日   時：令和６年７月３０日（火） １５時から 

場   所：北九州市役所（小倉北区城内１－１） 

審査委員：４名（予定） 

※提案者からの説明時間は２０分程度。その後１０分程度の質疑応答を行う。 

※ヒアリングの実施時間及び集合場所は個別に通知する。 

※ヒアリングの参加人数は 1 社につき 3 名以内とする。 

※１０により提出した「提案書」により説明すること。（それ以外の資料等の使  

用は認めないが、提出したパワーポイントを使用しての説明は可） 

※災害や交通遮断等の特別の理由なく、指定時間に参加がなかった場合は、

辞退とみなす。後日、「辞退届」（様式任意）を提出すること。 

   

１２ 評価項目、評価基準、及び配点等評価方法に関する事項 

   別紙のとおり 

 

１３ 実施スケジュール 

実施内容 実施期日 

事前説明会 実施しない 

質問受付 令和６年７月５日（金）１７：00 

参加申出書の提出期限 令和６年７月１２日（金）17:00 

企画提案書の提出期限 令和６年７月２３日（火）１７：００ 

選考委員会・提案説明 令和６年７月３０日（火） 
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契約相手方候補者決定通知 令和６年８月１日（木） 

【選定事業者】見積書提出期限 選定事業者との協議により決定する 

業務委託契約開始 選定事業者との協議により決定する 

 

１４ 審査結果の通知及び公表に関する事項 

  （１）審査結果の通知 

    北九州市が受託候補者を特定後、速やかに提案者全員に次の事項を通

知する。 

   ア 受託候補者として特定した又は受託候補者として特定されなかった旨 

   イ 当該提案者の順位及び点数 

   ウ 受託候補者として特定されなかった提案者については、その理由につい

て、所定の期限までに説明を求めることができる旨 

  （２）審査結果の公表 

    受託候補者を特定した場合は、速やかに市ホームページに次の事項を公

表するものとする。 

   ア 受託候補者の商号又は名称 

   イ 提案者数 

   ウ 提案者（受託候補者のみ商号又は名称を表示）の評価結果 

   エ 委員会の委員（外部委員を含む）の氏名及び職名（職業） 

   オ 委員会における主な意見 

   カ 市の主な特定理由 

 

１５ 提案書等に関する費用負担 

   提案に係る経費については、提案事業者の負担とする。なお提出された書類 

は返却しない。 

 

１６ その他 

  （１） 受託候補者に特定された者は、委託契約締結に向け、市と事業内容の

詳細について協議を行う。受託候補者の提案内容やヒアリング時の回答を

もとに仕様の追加などを行い、仕様書の内容を確定する。その際、提案の一

部を変更する場合がある。 

  （２） 協議が整い、仕様書が確定した場合は、確定した仕様書に基づき、受託

候補者から改めて見積書を徴収し、見積書を精査のうえ、随意契約による

契約を締結する。 

  （３） 契約保証金は、契約額の１００分の５以上の額とする。ただし、契約の相

手方が、北九州市契約規則第２５条第７項第１号又は第３号に該当する場



5 

 

合は免除する。 

  （４） 受託候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位者を新たな受託

候補者として協議を行う。 

 

１７ 事業所管課 

   北九州市保健福祉局健康医療部健康推進課 

場所：北九州市小倉北区城内１－１ 

電話：０９３－５８２－２０１８ 

メールアドレス： ho-kenkou@city.kitakyushu.lg.jp 

 


